
（歳入）

　　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 234,405 千円

（歳出）

　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する主な経費 1,773,966 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する主な経費】

（単位：千円）

国県
支出金

地方債 その他
地方消費税

（社会保障財源化分） その他

特別医療支給費 136,320 63,960 0 8,400 14,770 49,190

自立支援制度事業費 514,216 385,662 0 0 29,686 98,868

障害者医療助成事業 12,096 0 0 0 2,793 9,303

生活保護扶助費 169,467 130,464 0 0 9,007 29,996

保育所運営費
（公立保育所・保育料無償化による影
響額を含む）

67,649 8,523 0 21,134 8,773 29,219

幼児教育無償化事業 2,997 1,785 0 0 280 932

小　計 902,745 590,394 0 29,534 65,309 217,508

国民健康保険事業
（事務費繰出・人件費繰出を除く）

121,844 66,382 0 0 12,808 42,654

後期高齢者医療事業
（事務費繰出・事務費負担等を除く）

296,887 53,726 0 0 56,152 187,009

介護保険事業
（事務費繰出・人件費繰出を除く）

295,417 12,963 0 0 65,225 217,229

小　計 714,148 133,071 0 0 134,185 446,892

予防接種事業 89,359 108 0 0 20,610 68,641

母子保健事業費 19,263 2,992 0 0 3,757 12,514

健康増進事業費 4,012 1,676 0 600 401 1,335

長寿健康増進事業費 44,439 426 90 10,143 33,780

小　計 157,073 5,202 0 690 34,911 116,270

1,773,966 728,667 0 30,224 234,405 780,670

令和７年度当初予算における「地方消費税交付金（社会保障財源化分）
が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費」

区分（事業名）
令和７年度
当初予算額

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

※「社会福祉」・「社会保険」・「保健衛生」の「地方消費税交付金（社会保障財源化分）」は、各事業に要する
一般財源の比率に応じて按分している。
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合　　計

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、社会保障４経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険
及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものとされている。

（注）「社会保障４経費」・・・制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対
処するための施策に要する経費


